
 

別 紙 ２ 

新  旧  対  照  表 

（注）アンダーラインを付した部分は、改正部分である。 
 

改 正 後 改 正 前 
 

目     次 
 

 

目     次 
 

〔第32条((更正の請求の特則))関係〕 

（省略） 
 

〔第32条((更正の請求の特則))関係〕 

（同左） 
 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

〔第60条((質問検査権))関係〕 

60－１ 「当該職員」の意義 

60－２ 身分を示す証票 

 

〔第32条((更正の請求の特則))関係〕 

 

〔第32条((更正の請求の特則))関係〕 

 

（法第19条の２第２項ただし書の規定に該当したことによる更正の請求の期限） （法第19条の２第２項ただし書の規定に該当したことによる更正の請求の期限） 

32―２ ・・・と異なることとなったときは、法第32条第１項の規定による更正の請求の

ほか・・・申告書の提出期限から５年を経過する日・・・留意する。 

 

32―２ ・・・と異なることとなったときは、法第32条の規定による更正の請求のほか・・・

申告書の提出期限から１年を経過する日・・・留意する。 

（死後認知があった場合の更正の請求） （死後認知があった場合の更正の請求） 

32―３ ・・・当該認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から４月以内に法第32条

第１項第２号に規定する・・・であるから留意する。 

 なお、・・・弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から４月以内に、法第32

条第１項第２号及び・・・取り扱うものとする。 

 

32―３ ・・・当該認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から４月以内に法第32条

第２号に規定する・・・であるから留意する。 

 なお、・・・弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から４月以内に、第32条

第２号及び・・・取り扱うものとする。 

（削除） 

 

〔第60条((質問検査権))関係〕 

（削除） （「当該職員」の意義） 

 60―１ 法第60条に規定する「当該職員」とは、国税庁、国税局又は税務署において相続

税又は贈与税に関する事務に従事している職員をいうものとする。 

 

（削除） （身分を示す証票） 

 60―２ 法第60条第３項に規定する「身分を示す証票」は、国税質問検査章規則（昭和40

年大蔵省令第49号）第２条第２号に定める証票をいうものとする。 

 

 


